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主要行事予定 平成 30年 11月〜平成 31年 1月
──────────────────────

⓫月
──────────────────────
2 日 ( 金 ) 一般不可
●駒岡支部幹事会
【場　所】重寿司
【時　間】18：00〜	
───────────────────────
3 日 ( 土 ) 一般可
●市場支部バス研修会
【場　所】秩父・長瀞方面
【時　間】8：10〜	
───────────────────────
5 日 ( 月 ) 一般不可
●青年部会正副部会長会議
【場　所】法人会会議室
【時　間】19：00〜	
───────────────────────
6 日 ( 火 ) 一般可
●健康セミナー
【場　所】法人会会議室
【テーマ】「もしもの時にも困らない！
　　　　　知っておきたい介護の基礎知識」
【時　間】17：00〜
【講　師】沼田　裕樹　氏	
（一社）町田市介護サービスネットワーク理事
───────────────────────
8 日（木）〜 9日 ( 金 ) 一般不可
●第 32回全国青年の集い　岐阜大会
【場　所】長良川国際会議場	他
───────────────────────
12 日 ( 月 ) 一般可
●街頭広報
【場　所】JR鶴見駅東口・西口
【時　間】10：00〜	
───────────────────────
12 日 ( 月 ) 一般不可
●青年部会役員会
【場　所】法人会会議室
【時　間】19：00〜	
───────────────────────
13 日 ( 火 )・14日 ( 水 ) 一般不可
●生活習慣病検診
【場　所】ココファン横浜鶴見
【時　間】9：00〜	
───────────────────────
13 日 ( 火 ) 一般不可
●納税表彰式
【場　所】キリンレセプションホール
【時　間】15：20〜	
───────────────────────
14 日 ( 水 ) 一般可
●女性部会チャリティーバザー
【場　所】鶴見区役所前広場
【時　間】10：00〜
───────────────────────

───────────────────────
14 日 ( 水 ) 一般可
●平成 30 年度第 36 回源泉所得税研修会第４講
【場　所】法人会会議室
【テーマ】給与所得者の年末調整事務
【時　間】15：00〜 17：00	
───────────────────────
15 日 ( 木 ) 一般可
●新設法人説明会
【場　所】鶴見税務署１階会議室
【時　間】13：30〜	
───────────────────────
16 日 ( 金 ) 一般可
●決算法人説明会
【場　所】法人会会議室
【時　間】13：30〜	
───────────────────────
16 日 ( 金 ) 一般可
●ほうじん劇場
【場　所】サルビアホール
【時　間】受付 17：00　開演 17：50	
───────────────────────
18 日 ( 日 ) 一般可
●鶴見旭支部バス研修会
【場　所】大宮・鉄道博物館、江戸東京博物館方面
【時　間】8：30〜	
───────────────────────
25 日 ( 日 ) 一般可
●第１３回トレジャーハンティング inつるみ
【場　所】東部総合職業技術校
【時　間】10：00〜
───────────────────────

⓬月
──────────────────────
3 日 ( 月 ) 一般不可
●青年部会正副会長会議
【場　所】法人会会議室
【時　間】19：00〜	
──────────────────────
4 日 ( 火 ) 一般不可
●矢向江ヶ崎支部幹事会
【場　所】吉はら
【時　間】18：00〜	
──────────────────────
6 日 ( 木 ) 一般可
●平成 30年度第 36回源泉所得税研修会第５講
【場　所】法人会会議室
【テーマ】経済的利益・現物支給に対する源泉徴収
【時　間】15：00〜 17：00
──────────────────────
11 日 ( 火 ) 一般不可
●青年部会役員会
【場　所】法人会会議室
【時　間】19：00〜	
──────────────────────
14 日 ( 金 ) 一般可
●決算法人説明会
【場　所】法人会会議室
【時　間】13：30〜	
──────────────────────

───────────────────────
18 日 ( 火 ) 一般不可
●青年部会 12月例会「望年会」
【場　所】レストランビアポート２階大ホール
【時　間】18：30〜	
──────────────────────

❶月
───────────────────────
6 日 ( 日 ) 一般可
●鶴見七福神めぐり
【場　所】熊野神社他
【時　間】9：45〜	
──────────────────────
7 日 ( 月 ) 一般不可
●青年部会正副会長会議
【場　所】法人会会議室
【時　間】19：00〜	
──────────────────────
15 日 ( 火 ) 一般不可
●青年部会役員会
【場　所】法人会会議室
【時　間】19：00〜	
──────────────────────
17 日 ( 木 ) 一般可
●法人会セミナー
【場　所】法人会会議室
【時　間】18：30〜
【講　師】稲川　純一　氏
　　　　	（対面営業戦略パートナー）
【演　題】「提案しない営業！
　　　　　しゃべらない営業術！！」	
───────────────────────
23 日 ( 水 ) 一般不可
●平成 31年新年賀詞交歓会
【場　所】崎陽軒本店
【時　間】18：00〜	
──────────────────────
24 日 ( 木 ) 一般可
●新設法人説明会
【場　所】法人会会議室
【時　間】13：30〜	
──────────────────────
25 日 ( 金 ) 一般可
●決算法人説明会
【場　所】法人会会議室
【時　間】13：30〜	
──────────────────────

2018-11-01.indd   3 2018/10/29   11:33



2018-11-01.indd   1 2018/10/29   11:33



　全法連主催の法人会全国大会が鳥取市の「とりぎん文化会館」
にて開催され、当会から長谷川会長他７名が参加した。
　この大会は「法人会の税制改正に関する提言」の内容を発表す
る場として毎年開催されるものです。第１部記念講演では、講師に
株式会社大山どり　代表取締役　島原道範氏をお招きし、「大山ど
りの軌跡」～３５歳、どん底からの挑戦～と題し、現在全国的にブ
ランド化された「大山どり」の変遷についての講演、第２部記念式
典では、全法連小林会長の主催者挨拶、藤井国税庁長官、平井鳥
取県知事、羽場鳥取市副市長に続き、全法連柳田副会長による「平
成31年度税制改正に関する提言」の説明並びに利根副会長より
「大会宣言」の朗読がおこなわれ終了した。

平成３１年度税制改正に関する提言
【基本的な課題】

Ⅰ．税・財政改革のあり方
１．税制健全化に向けて
　（1）２０１９年１０月の消費税率１０％引き上げは、財政健全化と

社会保障の安定財源確保のため不可欠であり、引き上げに
よる悪影響を緩和する環境整備は必要だが、バラマキ政策
とならぬよう十分配慮すべきである。

　（2）政府は、政策経費を２０１６年度から１８年度の３年間に１．
６兆円程度抑制し目標を達成した。２０１９年度からの３か年
についても社会保障費の増加額を抑制する目安を示して、
改革に取り組む必要がある。

　（3）財政健全化は、国家的課題であり、歳出、歳入の一体的
改革によって進めることが重要である。歳入では、安易に
税の自然増収を前提とすることなく、また歳出については、
聖域を設けずに分野の具体的な削減の方策と工程表を明示
し、着実に改革を実行するよう求める。

　（4）政府は、消費税率１０％引き上げ時、軽減税率制度を予定
しているが、これによる減収分については、恒久財源を確
保する、必要がある。

　（5）国債の信認が揺らいだ場合、政府　日銀は、市場動向を踏
まえた細心の政策運営が必要である。

２．社会保障制度に対する基本的な考え方
　（1）年金については、「マクロ経済スライドの厳格対応」「支給

開始年齢の引き上げ」「高所得高年齢の基礎年金国庫負担
分の年金給付削減」等、抜本的な施策を実施する。

　（2）医療については、成長分野と位置付け、大胆な規制改革を
行う必要がある。（診療報酬の見直し、ジェネリックの普及
率８０％の達成）

　（3）介護保険については、制度の持続性を高めるために真に介
護が必要な者とそうでない者とにメリハリをつけ、給付及び
負担のあり方を見直す。

　（4）生活保護においては、給付水準の見直し、不正受給の防止
など、厳格な運用

　（5）少子化対策では、現金支給より保育所や学童保育等を整備
するなど現物支給に重点を置くべきである。（企業主導型保
育事業・安定財源の確保必要）

　（6）企業への過度な保険料負担を抑え、経済成長を阻害しない
ような社会保障制度の確立が求められる。

３．行政改革の徹底
　（1）国・地方における議員定数の大胆な削減、歳費の抑制
　（2）厳しい財政状況を踏まえ、国・地方公務員の人員削減と能

力を重視した賃金体系による人件費の抑制
　（3）特別会計と独立行政法人の無駄の削減
　（4）積極的な民間活力導入を行い成長につなげる。

４．消費税引き上げに伴う対応措置
　（1）現在施行されている「消費税転嫁対策特別措置法」の効果

等を検証し、中小企業が適正に価格転嫁できる様さらに実
行性の高い対策をとるべきである。（「消費税還元セール」
等の心象な検討）

　（2）消費税の滞納防止は税率の引き上げに伴ってより重要な課
題となる。消費税の制度執行面においてさらなる対策を講
じる必要がある。

　（3）軽減税率制度の導入するのであれば、国は国民や事業者に
対して制度の周知を行い、混乱が生じないよう努める必要
がある。

５．マイナンバー制度について

６．今後の税制改革のあり方

Ⅱ．経済の活性化と中小企業対策
1. 法人実効税率について
　OECD加盟国の法人税実効税率平均は２５％、アジア主要１０か
国の平均は２２％となっており、依然として我が国の水準は高い。
このため今後もさらなる引き下げも視野に入れる必要がある。

2. 中小企業の活性化に資する税制措置
　（1）中小法人に適用される軽減税率の特別１５％を時限措置（平

成３１年３月３１日まで）ではなく、本則化する。
　（2）租税特別措置については、公平性、簡素化の観点から。政

策目的を達したものや適用件数の少ないものの廃止を含め
て整理合理化を行う必要はあるが、中小企業の技術革新な
どの活性化に資する措置は、以下のとおり制度を拡充し、
本則化すべきである。

　　　①　中小企業投資促進税制については、対象を拡充したうえ、
「中古設備」を含める。

　　　②　少額原価償却資産の取得価格の取得の損金算入の特例
については、損金算入額の上限（合計３００万円）を撤廃する。

３．事業継承税制の拡充
　（1）事業用資産を一般資産と切り離した本格的な事業継承税制

の創設我が国の納税猶予制度は、欧州主要国と比較すると
限定的な措置にとどまっており、欧州並みの本格的な事業
継承税制が必要である。

　（2）相続税、贈与税の納税猶予制度の充実

　　　①　猶予制度ではなく免除制度に改めるとともに、平成２９
年以前の制度適用者に対しても適用要件を緩和するなど配
慮すべきである。

　　　②　国は円滑な事業継承が図れるよう、経営者に向けた制
度周知に努める必要がある。（計画書の提出期限について
配慮）

Ⅲ．地方のあり方
　（1）地方創生では、更なる税制上の施策による本社機能移転の

促進、地元に根差した技術の活用、地元大学との連携など
による技術蓄積づくりや人材育成等、実効性ある改革を大
胆に行う必要がある。

　（2）広域行政による効率化の観点から道州制の導入について検
討すべきである。（さらなる市町村合併を推進し、合併メリッ
トの追求）

　（3）国比べて身近で小規模な事業が多い地方の行財政改革には。
「事業仕分け」のような民間のチェック機能を生かした手法
が有効であり、各自治体で広く導入すべきである。

　（4）地方公務員給与は近年、国家公務員と比べたラスパイレス
指数（全国平均ベース）が改善せず高止まりしており、適
正な水準に是正する必要がある。

　（5）地方議会は、議会のあり方を見直し、大胆にスリム化すると

第35回法人会全国大会（鳥取大会）
１０月１１日（木）
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ともに、より納税者の視点に立って行政に対するチェック機
能をはたすべきである。

Ⅳ．震災復興
　今後の災害復興にあたっては、これまでの効果を十分に検証し、
予算を適正かつ迅速に執行するとともに、原発事故への対応を含
めて引き続き、適切な支援を行う必要がある。
　熊本地震についても、東日本大震災の対応も踏まえ、適切な支
援と実効性のある措置を講じ、被災地の確実な復旧・復興の実現
等に向けて早急に取り組まなければならない。

Ⅴ．その他
1.　租税環境の整備
2.　租税教育の充実

【科目別の具体的課題】
法人税関係
1.　役員給与の損金算入の拡充
2.　同族会社も業績連動給与の損金算入を認めるべき
3.　公益法人課税

所得税関係
1.　所得税のあり方
　（1）基幹税としての財源調達機能の回復
	 基幹税としての財源調達機能を回復するためにも、所得税

の国民か能力に応じて適正に負担するべきである。
　（2）各種控除制度の見直し
　	 各種控除は、社会構造変化に対応して合理的なものに見直

す必要がある。とくに、人的控除については、累次の改正
の影響を見極めながら、適正に負担すべきである。

　（3）個人事業税の均等割
　	 地方税である個人住民税の均等割についても、応益負担原

則の観点から適正水準とすべきである。

2.　少子化対策

相続税・贈与税関係
　１.　相続税の負担率はすでに先進主要国並みであることから、　

これ以上の課税強化はおこなうべきではない。
　２.　贈与税は経済活性化に資するよう見直すべきである。
　　（１）贈与税の基礎控除額を引き上げる。
　　（２）相続時精算課税制度の特別控除額（2,500万円）を引

き上げる。

地方税関係
1.　固定資産税の抜本的見直し
　（1）商業地等の宅地を評価するに当たっては、より収益性を考

慮した評価に見直す。
　（2）家屋の評価は、経過年数に応じた評価方法に見直す。
　（3）償却資産については、納税者の事務負担軽減の観点から、

「少額資産」の範囲を国税の中小企業の少額減価償却資産
（３０万円）にまで拡大するとともに、賦課期日を各法人の
事業年度末とすること。また、将来的には廃止も検討すべ
きである。

　（4）固定資産税の免税点については、平成３年以降改定なく据
え置かれているため、大幅に引き上げるべきである。

　（5）国土交通省、総務省、国税庁がそれぞれの目的に応じて土
地の評価を行っているが、行政の効率化の観点から評価体
制の一本化すべきである。

2.　事業所税の廃止
　　　事業所税は固定資産税と二重課税的な性格を有することか

ら廃止すべきである。

3.　超過課税
　　　住民税の超過課税は、個人ではなく主に法人を課税対象と
しているうえ長期にわたって課税を実施している自治体も多い。課
税の公正を欠く安易な課税は行うべきでない。なお、平成３６年度
から森林環境税の課税が開始される予定であるが、現在各府県で

導入している森林環境等を目的とした超過課税と二重課税とならな
いよう配慮するとともに、真に必要な事業に用途を限定すべきであ
る。

4.　法定外目的稅
　　　法定外目的税は、税の公平性・中立性に反することがないよ

う配慮するとともに、税収確保のために法人企業に対して安
易な課税を行うべきでない。

その他
1.	 配当に対して二重課税の見直し
2.	 電子申告

平成３１年度税制改正スローガン
　・　財政健全化は国家的課題
　　		　　　　目標の早期達成に向けて全力を！
　・　少子高齢化の急速な進行は不可避
　　		　　　　社会構造変化に対応した社会保障制度の確立を！
　・　中小企業向け税制措置を拡充し、真の経済再生を！
　・　中小企業は雇用の担い手
　　		　　		　事業継承税制の改革は地方活性化のためにも重要！

大　会　宣　言

われわれ法人会は、「税のオピニオンリーダーたる経営者の団体」
として、「税制改正に関する提言」や租税教育、企業の税務コンプ
ライアンス向上に資する取組など税を中心とする活動を積極的に展
開しながら、広く社会へ貢献していくこととしている。

現在、わが国経済は、好調な企業実績などを背景に穏やかな拡大
基調を続けているが、自律的で力強い好循環に入ったとは言い難
い。一方、国際経済面では、アメリカの保護主義的政策が各国と
の経済摩擦に発展しており、わが国にとって看過できないリスクと
なっている。

財政の健全化は国家的課題である。消費税率引き上げの再延期に
伴い、プライマリーバランス黒字化目標の達成時期が大幅に延期
されたが、持続可能な社会保障制度と財政健全化の両立を目指した
「社会保障と税の一体改革」の理念に立ち帰り、歳出・歳入の一
体改革を着実に実行することが極めて重要である。

中小企業は、地域経済の活性化や雇用の確保に大きく貢献してお
り、わが国経済の礎である。グローバル経済や厳しい環境変化に
対応し、中小企業の力強い成長を促す税制の確立が不可欠である。

われわれ法人会は、「中小企業の活性化に資する税制」、「本格的
な事業継承税制の創設」等を中心とする「平成３１年度税制改正に
関する提言」の実現を強くもとめるものである。
創設以来、納税意識の向上に努めてきた法人会は、ここ鳥取の地
で全国の会員企業の総意として、以上宣言する。

平成３０年１０月１１日　全国法人会総連合全国大会
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